
みなさまのご意見を募集します

令和７年７月に実施したパブリックコメントでは、第４次静岡市総合計画（以下「４次総」
という。）の役割や静岡市の課題、見直しの必要性や方向性について、市民の皆さんからたく
さんのご意見をいただきました。どのご意見からも、これからの静岡市の姿を真剣に考えてく
ださった気持ちが伝わってきました。

今回は、そうしたご意見を踏まえてまとめた４次総の見直し内容について、２回目のパブ
リックコメントを行います。総合計画を「政策集型」の計画から「成果志向型」に変え、市民
の皆さんの暮らしにどのような安心や幸せがもたらされるかが分かりやすい計画に見直します。

募集
期間

2025年

12月4日木

2026年

1月5日月～

問合せ 静岡市役所 総合政策局 企画課 政策企画・総務係 054－221-5038

このような暮らしの姿の実現に向けて取り組むべきことを整理し資料にまとめましたので、
ぜひ、皆さんの率直なご意見やアイデアをお寄せください。

災害時に地域で助け合
い、安全に避難できる

緑あふれる空間の
中で生活ができる

第４次静岡市総合計画の
見直しの内容について

地域の中で孤立せず
見守られている

こどもが地域に見守られ、
健やかに成長できる

最適な医療・介護が受けられ、いつまでも
元気に生活できる

地域の支えの中で、
安心して子育てができる

多様な学びや国際教育が
充実し、こどもの学びの
選択肢が広がる

自分の希望に合った仕事
に就き、いきいきと働き、
所得が向上する

来訪者の消費活動や民間企業の
投資によって、地域の魅力が高ま
り、地域経済が活性化している

産学官連携や
スタートアップとの
協業により新たな
ビジネスが生まれる

あらゆる世代がスポーツや
文化芸術に親しむ機会が
広がっている

スポーツによる
感動体験が地域に
新たな活力や産業
を生み出している

自家用車がなくても
快適に移動できる

安心して
暮らせる 幸せを

実感できる

詳しくはこちら

見直し後の４次総が目指すまちと暮らしの姿は、

誰もが安心して暮らし、幸せを実感し、住み続けたいと感じられるまち
です

食文化や豊かな自然環境の活用により、
新たな価値が生まれ、来訪者が増加する



第４次静岡市総合計画見直しの内容に関する意見応募用紙

１．別紙資料をご覧になりましたか？

□読んだ → 設問2-1、2-2をご回答ください

□読んでいない → 設問３をご回答ください

２-1.（資料をご覧になった方）ご意見があればご記入ください。

※ページ数もあわせてご記載ください

（自由記載）

※１ 「ご意見」欄に「別紙のとおり」と記入し、別紙でご提出いただくことも可能です。
※２ 電話又は電子メールによる意見の提出や、ご意見に対する個別の回答はできません。
※３ ご意見は、４次総見直しの参考とさせていただきます。また、個人が特定できないよう編集した上で、意見の要旨を

市ホームページ等で原則公開することとなりますので、ご了承ください。

ご意見ページ数資料番号

*住所
（法人の場合は所在地）

*氏名
（法人の場合は名称及び代表者名）

□19歳以下 □20代 □30代 □40代 □50代 □60代 □70歳以上年齢

□男性 □女性 □その他 □回答しない性別

□会社員 □自営業 □経営者・役員 □公務員 □その他団体職員 □ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ
□専業主婦・専業主夫 □学生 □無職 □その他（ ）

職業

（必須）

（必須）

※１ *印のある欄は必ずご記入ください。（意見の提出に際して、「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則」第５条第４項に
おいて、個人の場合は住所及び氏名、法人その他の団体の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名を明らかにすることとされて
います。氏名、住所等が記入されていない場合には、ご意見として取り扱わない場合があります。）

※２ 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づくパブリックコメントの目的以外では
使用しません。

締切：令和８年１月５日（月）必着

３．（資料をご覧になっていない方）ご意見があればご記入ください。

2-2.（資料をご覧になった方）その他ご意見があればご記入ください。

（自由記載）

ご意見、ありがとうございました。

提

出

方

法

電子
申請

応募専用フォームからご提出ください。
※市ホームページからアクセスできます

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号

静岡市役所静岡庁舎新館12階 総合政策局企画課政策企画･総務係あて

FAX番号 054-221-1295

郵送

持参

F A X
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フォーム
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資 料


